
最近のインターネットの急激な普及を背景に、電子

商取引や金融、教育、医療など社会・経済活動の各分

野におけるデジタル化、ネットワーク化が急速に進展

している。これに伴い、行政の各分野においても、情

報通信技術を活用した行政サービスの向上等に対する

期待が一段と高まっており、このような電子政府・電

子自治体サービスの基礎となる地域の情報化が強く望

まれている。そのため、総務省では、教育・福祉等の

住民サービスの向上、行政の効率化、情報格差（デジ

タル・ディバイド）の是正等の観点から、総合的に地

域の情報化を推進している。

1 地域情報化推進のための支援施策

総務省では下記のような地域情報化推進のための支

援施策を行っている（図表①）。
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地域情報化の推進

情報通信技術を活用した豊かな地域社会の実現

11

施策名 概　要 

地域インターネット 
導入促進基盤整備事業 

情報通信システム 
整備促進事業 

地域情報化 
総合支援事業 

新世代地域 
ケーブルテレビ 
施設整備事業 

地域公共ネットワーク 
基盤整備事業 

地域イントラネット 
基盤施設整備事業 

地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度化を図ることを目的として、学校、図書館、公民館、

市役所等を高速・超高速で接続する地域公共ネットワークの整備に取り組む地方公共団体を支援 

（交付決定数：778事業） 

地域公共ネットワークを活用して利便性の高いシステムを構築するためソフト開発等に取り組む市町

村を支援（交付決定数：701事業） 

地方単独事業 
情報通信技術を活用して、社会の変化に対応した活力ある地域社会の形成、質の高い公共サービスや

行政情報の提供及び地域間格差の是正を図るため、地方公共団体が地方単独事業として実施する公共

施設等を接続する大容量で高速なネットワークなど地域の情報通信基盤等の整備に対する支援 

地域住民にインターネットを活用した双方向サービスを提供するため、公共施設にインターネットを

導入する過疎地域等の市町村を支援（交付決定数：839事業） 

住民がICTの利便性を享受できる社会の構築を図るため、地域の総合的な情報化を推進し、地域の創意

と工夫を活かした情報通信基盤整備及び提案型事業を行う市町村等を支援 

自主放送の実施による地域に密着した映像情報や双方向機能を活用してインターネット接続サービス

等を提供するケーブルテレビ施設を整備する地方公共団体等を支援（交付決定数：881事業） 

電子自治体の推進等に取り組む地方公共団体等による地域公共ネットワークの整備、特にセンター施

設等の拠点施設を含まない基礎的・基本的な情報通信基盤の整備を重点的に支援 

（交付決定数：45事業）（平成17年度より事業廃止） 

※　（　）内は平成16年度末までの交付決定数 

図表①　総務省の主な地域情報化支援施策の概要



2 地域における情報化の推進に関する検討会

総務省は、「次世代地域情報化ビジョン－ICAN21構

想－」（平成11年5月）において地域公共ネットワーク

整備の必要性を打ち出し、平成13年10月には「全国ブ

ロードバンド構想」を作成、平成17年度までの全国整

備を目標として掲げるなど、積極的に地域情報化基盤

の整備支援に取り組み、一定の成果を上げている。

こうした中、総務省では平成15年12月、地域情報化

の現状等を調査し、今後の市町村、都道府県、国等を

結ぶ公共ネットワークの在り方や当該公共ネットワー

クを活用した行政の高度化を図るためのアプリケーシ

ョンの在り方等を体系的に整理し、平成17年度以降の

施策展開について検討等を行うため、「地域における

情報化の推進に関する検討会」を開催し、平成17年3

月に報告書が取りまとめられた（図表②）。同報告書

では、上記の現状を踏まえ、今後の地域におけるICT

利活用の一層の推進を図るため、①全国公共ネットワ

ーク上の公共アプリケーションの展開、②次世代地域

情報プラットフォームの開発、③自治体におけるレガ

シー改革、④住民参画をはじめとする地域情報化推進

体制等の整備等について提言が行われた。総務省では、

同報告書の提言を踏まえ、ユビキタスネット社会にふ

さわしい地域情報化の実現に向けて引き続き検討を進

めていくこととしている。

3 ICTによる沖縄振興

政府では、沖縄振興を最重要課題の一つとして取り

組んでおり、平成14年7月には、「沖縄振興特別措置法」

に基づき、内閣総理大臣が「沖縄振興計画」を決定し

た。同計画においては、「これからのリーディング産

業として期待のかかる情報通信関連産業の集積を図る

ため、既存産業の振興を図るとともに、新たな企業の

立地促進を図る」こととされている。

総務省では、離島のブロードバンド環境の整備の支

援をはじめ、高度なスキルを身につけたICT技術者や

指導者の育成を目的とした「IT高度人材育成事業」

（経済産業省との共同支援）等により、情報通信関連

産業の集積・振興を図っている。
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●  新たな全国公共ネットワークの必要性を検討するため、JGNⅡ等を利用した実証事業を行う。 
　　・映像など大容量で秘匿性の高いデータを高い信頼度で流通させるネットワーク　⇒　行政用途専用のブロードバンドネットワーク 
　　・組織別や用途別ではなく、全府省庁・全分野共通の公共機能を備えた全国規模の広帯域専用ネットワーク 
●  情報ハイウェイ：府県の関係施設等を高速・超高速で接続したネットワーク。地域公共ネットワークとの相互接続が進みつつある 
●  地域公共ネットワーク：市町村で役所や学校、図書館など公共施設を高速・超高速で接続しているネットワーク 

プライマリ 
データセンター 
（全国iDC） 

都道府県 
iDC 
 

消防署 

a市 b町 

A県 

B県 

インターネット 

市町村地域公共 
ネットワーク 

都道府県情報 
ハイウェイ 

全国 
ネットワーク 

都道府県情報 
ハイウェイ 

災害 

監視 
カメラ 

市町村地域公共 
ネットワーク 

 

各種データ 
公共ASP 
システム 

学校 病院 

バックアップ 
データセンター 

公共ネットワークのめざすべき姿 

公共アプリケーションの具体像 関係機関、官邸 

遠隔カンファレンス等 
遠隔医療の実現 

防災情報の共有 

教育コンテンツの 
共有 

防災分野 
・災害現場の画像情報 
・被害速報 
・被害者の安否情報 
・警報等の一斉同報　等 

医療分野 
・遠隔病理診断 
・遠隔画像診断 
・遠隔カンファレンス 
　等の検討 

教育分野 
・教育コンテンツ流通の検討 

図表②　全国的な公共ブロードバンド・ネットワークのイメージ



政府は、行政サービスの向上と各省の業務・システ

ムの効率化、合理化を図るため、「電子政府構築計画」

（平成15年7月各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会

議決定、平成16年6月一部改定）に基づき各種施策を

推進している（図表）。

1 国民の利便性・サービスの向上

国の行政機関が扱う申請・届出等手続については、

平成16年3月までに約13,000件（96％）をオンラインで

行える環境が整った。今後、平成17年度末までに、電

子政府の総合窓口（e-Gov）を活用した手続のワンス

トップサービスの整備や年間申請件数の多い（年間10

万件以上）手続等について、オンライン利用促進のた

めの行動計画の策定等に取り組むこととしている。

2 情報通信技術を活用した業務改革

政府は各府省の業務・システム（77分野）について、

既存の業務処理の見直し、システムの一元化・集中化

等による合理化・効率化を図るため、平成17年度末ま

でのできる限り早期に最適化計画を策定するととも

に、計画に基づき、可能な限り早期に最適化を実施し、

業務処理時間や経費の削減等の効果を上げることとし

ており、平成16年12月までに11分野の最適化計画を策

定している。

また、業務・システムの最適化の取組を継続的に行

うため、CIO連絡会議の下、総務省が中心となって

「最適化実施に関する指針」、「最適化実施の評価に関

する指針」を策定し、これに沿って最適化の実施、評

価を行うこととしている。
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平成15（2003）年度 平成16（2004）年度 平成17（2005）年度 

○ 電子政府の総合窓口（e-Gov）
を活用したワンストップサ
ービス，電子政府利用支援
センターの整備 

○ 行動計画の策定，実施 
　（年間10万件以上の手続
等について，システム改
善，手続の簡素化・合理
化，処理期間の短縮化等） 

◆  業務・システムの最適化 

整備方針 
（2004.3） 

業務・システム 
の体系整理 
（2003.12） 

各府省で新システムの 
導入計画（2004.6目途） 

人事・給与等業務・ 
システム最適化計画 
（2004.2） 

・共済業務・システム最適化計画（2004.7） 
・物品調達等5業務・システム最適化計画（2004.9） 

対象72分野， 
担当府省決定 
（2004.2） 

◆ 行政ポータルサイトの整備， 
　 充実 

◆  ワンストップサービスの拡大 

◆  オンライン利用促進 

○  最適化プロセスの確立 
   （最適化計画策定，実施， 
評価指針の策定，実践） 

○  業務システムの最適化 

○  内部管理業務 

○  共通システム 
　（霞が関WAN，政府認証基
盤，府省内ネットワーク） 

・人事・給与等 

・共済，物品調達，物品管
理，謝金・諸手当，補助
金，旅費 

電子政府の総合窓口（e-Gov）及び各省ホームページについて，共通掲載項目の見直し， 
表示位置の整合性を図るほか，情報提供を充実 
※行政情報の電子的提供業務・システムの見直し方針（2004.7），最適化計画の策定，最適化の実施 

・業務・システムの見直し方針を策定（遅くとも2005.6まで）し，2005年度早期に業務・システムの
最適化の取組の全容を明確化 
・最適化計画の策定（2006.3までのできる限り早期），順次，最適化の実施 

－府省共通，一部関係府省業務・システム　21分野 
ー個別府省業務・システム（旧式（レガシー）システムを含む）　56分野（2004.9，3分野，
2004.11，2分野追加） 

電子政府の総合窓口（e-Gov）に，電子申請の受付等に係る各府省共通の機能を整備 
→手続案内情報の入手から複数申請の一括提出までを行えるワンストップサービスの仕組みを整備 
（2006.3まで） 
※電子申請等受付業務・システムの見直し方針（2004.7），最適化計画の策定，最適化の実施 

e-Govの利用方法等についての案内，相談等に一元的に対応する 
「電子政府利用支援センター」の整備（2006.3まで） 

・国の行政機関が扱う手続約13,000件（96％）をオンライン化（2004.3） 
・電子政府体験会など広報・普及活動 

オンライン利用促進のための行動計画の策定 
（2006.3までのできる限り早期） 

業務・システム最適化計画の 
実施指針，評価指針の策定（2006.3） 

霞が関WAN，政府認証基盤の 
最適化計画（2005.3まで） 見直し方針 

（2004.3） 

業務・システム最適化計画策定指針の策定，改定 

新システム設計・開発（主要部分） 順次，各府省で導入（2008.3まで） 

最適化の実施 

府省内ネットワークの最適化計画（2006.3までのできる限り早期） 

最適化の実施 

業務・ 
システム 
見直し 
方針 

（2003.7） 

図表　電子政府施策の主要スケジュール

電子政府の実現
（1）国民の利便性・サービスの向上、業務改革

利用者本位の、簡素で効率的な政府の実現

22



政府調達（公共事業分野を除く）手続の電子化は、

「バーチャル・エージェンシー（省庁連携タスクフォ

ース）の検討結果を踏まえた今後の取組について」

（平成11年12月高度情報通信社会推進本部決定）に基

づき、総務省が中心となり全省庁が参加する政府調達

（公共事業分野を除く）手続の電子化推進省庁連絡会

議において推進している。

平成13年1月から競争契約参加資格審査・名簿作成

の統一基準に基づく新システムの運用を、同年6月か

ら各省庁の調達情報を一括する政府調達情報の統合デ

ータベースの運用を開始した。また、入札・開札の電

子化については、総務省を含む各省庁において平成15

年度末までに導入済みとなっている。

今後、企画から入札、契約、支払いまでの一貫した

総合的な業務の電子化を実現するためには、契約の電

子化が検討課題となっている。このため総務省は、契

約の電子化の推進・実現に向け、平成15年9月、「政府

調達（公共事業分野を除く）における契約の電子化の

あり方に関する検討会」を設置し、CIO連絡会議の検

討と連携を図りつつ契約の電子化におけるシステム上

の諸課題等について検討を行い、平成17年3月に最終

報告書を取りまとめた。同報告書では、政府調達にお

ける契約電子化をめぐる国内外の動向、政府調達にお

ける契約業務の現状及び電子化のあり方、電子契約シ

ステム実現に向けた行動計画等について取りまとめら

れており、総務省では、同報告書を踏まえ、契約の電

子化を実現するためのシステム開発等を推進している

（図表）。

平成17年版　情報通信白書236

3
第

章

情
報
通
信
政
策
の
動
向

第

章
3

電子政府の実現
（2）調達手続の電子化

契約の電子化のあり方の検討
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電子入札システム（各府省） 

電子認証局（CA）、タイムスタンプ局（TSA） 

調達物品検索業務 

カタログ情報公開業務 

カタログ維持業務 

請求・支払支援業務 

検査・検収支援業務 

契約締結支援業務 

調達支援業務 

予算執行等管理システム 

物品調達・物品管理AP

執行等 
管理 
DB

共通業務AP 
（電子決裁機能、他シス 
テムI/F機能等） 

利用者管理業務 
（官側） 

利用 
者管 
理 
DB 
（官） 予算管理業務 

ADAMS 霞が関 
WAN

GPKI

各府省 

文書管理 
システム 

インター 
ネット 

EDIネット 
ワーク等 

発注者 
（会計課・原課等） 

電子契約システム 

政府 

ログイン業務 
（民側） 

連携業務 
利用者情報 

契約書原本保管サービス 
原本保管業務 

原本利用業務 

サービス呼出し 
業務 

交換業務 

ログイン業務 

電子データ 

業務 
コード解決 

利用者情報 
管理業務 

カタログ関連情報管理業務 

カタログ調達サービス 

契約基本サービス 

民
間
事
業
者 

調
達
管
理
Ｄ
Ｂ 

ポ
ー
タ
ラ
イ
ズ
サ
ー
ビ
ス 

（
シ
ン
グ
ル
サ
イ
ン
オ
ン
） 

サ
ー
バ
ー
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス 

物
品
分
類
管
理
Ｄ
Ｂ 

カ
タ
ロ
グ
管
理
Ｄ
Ｂ 

統
計
情
報
Ｄ
Ｂ 

利
用
者
管
理
Ｄ
Ｂ（
民
） 

契
約
書
管
理
Ｄ
Ｂ 

調達総合情報システム 
（拡張要） 

参加資格申請業務 情報公開業務 利用者支援業務 

情報公開サービス 

会計検査院報告支援業務 

状況照会業務 

霞が関 
WAN

図表　契約電子化におけるシステムイメージ



1 ネットワークインフラの整備

総務省では、災害時等において、迅速かつ的確に情

報の収集・伝達を行うために、地上系通信網である消

防防災無線を整備しており、都道府県及び市町村も、

それぞれ都道府県防災行政無線、市町村防災行政無線

を有している。また、総務省及び各地方公共団体にお

いては、衛星系通信網である地域衛星通信ネットワー

クも活用しているところであり、今後、これら地上系

無線網、衛星系通信網の更なる整備促進を行うととも

に、これら関係無線の高度化・高機能化を推進してい

く（図表）。

また、各消防本部と消防・救急隊員間又は消防・救

急隊員間同士の連絡を行うための無線通信網である消

防救急無線については、秘匿性の確保、高度なアプリ

ケーションの実現、周波数の有効利用等のため、各消

防本部においてデジタル化に取り組むこととしてい

る。

さらに、総務省では、阪神・淡路大震災の教訓を踏

まえ、「消防庁防災情報システム」や「緊急支援情報

システム」等各種の情報システムを整備・活用するこ

とにより、必要な情報を地方公共団体との間で共有し

ている。

2 情報通信技術の進展への対応

これまで、携帯電話等からの119番通報については、

地域の消防本部の中で代表となる消防本部で受信し、

管轄の消防本部へと転送する代表消防本部方式により

運用を行ってきたが、この方式では、転送にかかる時

間的遅延等の問題が指摘されてきた。そのため、総務

省では、「携帯電話等を用いた119番通報のあり方検討

懇談会」を開催するなど、消防関係機関や電気通信事

業者等と連携を図りながら、発信電波を受信した基地

局の位置情報を基に接続先消防本部の振り分けを行

い、管轄する消防本部での直接受信を可能とするシス

テムへの移行を平成17年度に行うこととしている。

今後は、e-Japan重点計画-2004等を踏まえ、国・地

方公共団体・住民間における防災情報の共有化を図っ

ていくため、総務省では地方公共団体と連携しつつ、

計画的かつ積極的に情報化を推進する予定である。特

に関係無線のデジタル化を早期に効率的に実施するた

め、また、必要な情報システムの整備、データ連携を

進めるため、必要な方策を検討していくとともに、幅

広く地方公共団体への支援を行っていく。
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図表　消防防災通信ネットワークの概要図



1 電子自治体の進捗状況

地方公共団体の電子自治体構築に向けて、申請・届

出等手続をオンライン化するための汎用受付システム

の導入状況については、平成16年4月現在、都道府県

では18団体（38.3％）、市町村においては120団体

（3.8％）で既に導入している。そのほか、電子入札や

公共施設予約のオンライン化の開始など、今後、住

民・企業等に対するサービスの開始に向けた具体的な

取組が、各地域において急速に進んでいくこととなる

（図表①）。

2 電子自治体システムの構築

総務省では、地方公共団体における住民サービスの

向上及び行政の効率化のため、電子自治体の構築につ

いて様々な施策に取り組んでいる。

電子自治体を効率的に構築するためには、組織全体

を通じた業務の最適化を図る設計手法であるEA（エ

ンタープライズ・アーキテクチャー）が有効である。

総務省では、このEAを用いた効率的な電子自治体の

構築及びそれに伴う業務改善について検討を行ってい

る。

特に、小規模な市町村における電子自治体の構築に

ついては、財政的・人材的に単独での構築が困難な状

況が考えられる。そこで、複数の自治体が共同で電子

自治体を構築し、運用を民間委託する「共同アウトソ

ーシング」を推進している。このため、電子申請等の

住民サービス業務や財務会計・人事給与といった内部

業務についてのアプリケーションを（財）地方自治情

報センターの協力のもと開発し、全国の自治体に向け

て提供している（図表②）。
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図表①　都道府県における電子自治体の推進状況



また、霞が関WANと総合行政ネットワーク

（LGWAN：Local Government Wide Area Network）の活

用により、国・地方を通じた業務の効率化を促進する

ため、国・地方連携システムの構築に取り組むととも

に、電子自治体に係る各システム間のデータ連携につ

いても検討を行っている。

上記の他に、ICTを活用した地方行政への住民参画

の促進に資するよう、モデルシステムの開発・実証を

実施する。

3 情報セキュリティ対策と個人情報保護の徹底

このような電子自治体の推進により、個人情報の保

護と情報セキュリティ対策が重要な課題となってい

る。特に、平成17年4月に個人情報保護法が全面施行

されたことから、地方公共団体の保有する個人情報に

ついては、より一層厳格な管理が求められている。

平成17年4月現在、情報セキュリティポリシーは都

道府県で全団体、市町村で2,236団体（92.5％）が策定

し、個人情報保護条例は都道府県で全団体、市町村で

2,368団体（97.9％）が制定している。今後、総務省で

は、すべての地方公共団体が組織的・総合的な情報セ

キュリティマネジメントの観点から情報セキュリティ

監査を実施するよう地方財政措置等の支援を実施する

とともに、地方公共団体における情報セキュリティレ

ベルを評価する仕組みの検討や個人情報保護強化技術

を実装したシステムの開発・実証を実施する。
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図表②　目指すべき電子自治体の全体像



住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団

体共同のシステムとして、住民基本台帳のネットワー

ク化を図り、本人確認情報（4情報：氏名・住所・生

年月日・性別、住民票コード及びこれらの変更情報）

により全国共通の本人確認を可能としている。

平成14年8月から住民基本台帳ネットワークシステ

ムが稼動し、行政機関への本人確認情報の提供が可能

となり、パスポートの申請の際の住民票の写しの添付

や共済年金受給者の現況届が廃止された。平成15年8

月からは、住民票の写しの広域交付、転入転出手続の

簡素化、住民基本台帳カードの交付等が開始され、住

民基本台帳ネットワークシステムが本格的に稼動し

た。さらに平成16年1月からは、本システムを活用し

た公的個人認証サービスが開始され、電子政府・電子自

治体の基盤として重要な役割を果たしている（図表）。

この住民基本台帳ネットワークシステムにおいて

は、個人情報保護が重要な課題であり、制度面、技術

面、運用面のいずれの面においても、十分な対策を講

じている。総務省は、住民基本台帳ネットワークシス

テム調査委員会での議論・提言を踏まえ、引き続き全

地方公共団体を対象としたチェックリストによる点検

を実施するなど、個人情報保護について十分な措置を

講ずることとしている。

このように、住民基本台帳ネットワークシステムは、

電子政府・電子自治体の基盤となるものであり、総務

省では、都道府県、市町村等との連絡調整を図りつつ、

引き続き地方公共団体における本システムの円滑かつ

着実な運用を支援している。
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○ 住基ネット端末において、住民基本台帳カードに記
録された住民票コードにより本人確認情報を検索し、
本人確認が可能 

 
　→本人確認情報の提供又は利用や住民票の写しの広
域交付・転入転出手続の簡素化の際に活用 

 
○ 公的個人認証サービスの秘密鍵、電子証明書等の保
存用カードとして活用可能 

 
○ 市区町村の条例で定める独自サービスに利用 
 
（例）証明書自動交付機 
　　　公共施設の予約等 
 
○ 写真付のカードは、表面に記載された氏名、住所等
により運転免許証と同様に公的な証明書として活用
が可能 

○ 希望者に住民基本台帳カードを交付 

※住民基本台帳カードの表面には、 
　住民票コードは記載されません。 

写真 
20mm 
× 
16mm 
 

図表　住民基本台帳カードの利活用



1 公的個人認証サービスの概要

インターネット上におけるデジタル文書について

は、文書作成者の特定が困難、改ざんされても痕跡が

残らないといった特有の問題があることから、他人に

成りすまされたり、文書の内容を改ざんされたり、送

信者に送信を否認されたりするなどの危険性がある。

行政手続等のオンライン化を促進し、電子政府・電子

自治体を実現するためには、こうした問題を解決する

必要があり、平成16年1月、インターネット上におい

て厳格な本人確認ができる公的個人認証サービスの提

供が開始された。公的個人認証サービスの電子証明書

は、有効期間が3年間、発行手数料が500円となってお

り、市区町村の窓口で厳格な本人確認を受けた上で、

住民基本台帳カード等のICカードに格納され、発行を

受けることができる。住民はICカードに格納された秘

密鍵を用いて電子署名を行い、電子証明書とともに送

信することにより、行政機関等へ厳格な本人確認を伴

ったオンライン申請をすることが可能となる（図表

①）。

公的個人認証サービスを利用して申請等を行うこと

ができる手続としては、国税の申告や旅券の発給申請

等、平成17年4月現在で、国では8省庁、地方公共団体

では29都府県及び一部市町村の手続が対象となってい

るところであり、今後、国及び地方公共団体の各種手

続においても、公的個人認証サービスの利用が順次拡

大される見込みである（図表②）。

2 公的個人認証サービスの利用・活用の推進

公的個人認証サービスの利用・活用を推進するた

め、総務省、関係府省において、以下の（1）～（6）の

施策に重点的に取り組むこととしている。

（1）代理による行政手続等及び添付書類を必要とする

行政手続等のオンライン化を促進するため、行政手続

等の代理を行う行政書士、司法書士等や行政手続等に

必要な添付書類を発行する公証人、医師等の資格者が、

連合会等の所属団体を通じて顧客の電子証明書の有効

性確認を行うことができるようにするなど、平成17年

度末までに制度面の整備を図る。

（2）公的個人認証サービスが場所を問わず、手軽に利

用できるよう、平成17年度中に携帯電話端末等による

利用を想定したモデルシステムを開発・実証するな

ど、新たな活用方策を提示する。

（3）e-Govに整備する窓口システムにおいて、平成17

年度中に公的個人認証サービスの利用を可能とする機

能を実現する。また、同窓口システムの利用に伴う各

府省の電子申請システムの見直しについては、原則と

して平成18（2006）年度末までに対応する。さらに、

地方公共団体に対しても必要な支援を行う等その取組

を促進する。

（4）特定認証業務を行う金融機関等による口座開設時

等の本人確認資料としての公的個人認証サービスによ

る電子証明書の導入等について平成17年度末までので

きる限り早期に結論を得る。

（5）個人事業主等の利用促進に資するよう、電子入札

システムにおける公的個人認証サービスの利用を可能

とするための方策について検討を行い、平成17年度末

までのできる限り早期に結論を得る。

（6）国民年金及び厚生年金の年金加入状況や年金見込

額に関する照会について、厳格な本人確認を行いつつ、

インターネットによる回答を行うサービスの提供を推

進する。なお、本人確認については、公的個人認証サ

ービスを活用することとし、所要の検討を行う。
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住民基本台帳 
ネットワークシステム 

電子申請等 

申請書等 
（平文） 

電子署名 
（申請書等を住民の 
秘密鍵で署名） 

電子証明書 
（住民の　　 
　　公開鍵付） 

＋ ＋ 

都道府県単位認証局 

全国サーバー／ 
都道府県サーバー 

都道府県知事 
（証明書発行・失効情報管理機関） 

署名検証者 

行政機関等 
（国・地方公共団体の機関等） 

民間認証事業者 

市町村長 
（本人確認機関） 既存住基システム 

コミュニケーション 
サーバー（CS） 

本人確認情報の通知 

公的個人認証 
サービス端末への 
4情報の提供 

電子証明書の有効性確認 
（失効リストへの問い合わせ） 失

効
リ
ス
ト 

総合行政ネットワーク 
（LGWAN） 

総合行政ネットワーク 
（LGWAN）等 

インターネット 

（住民の本人確認に活用） 

指定認証機関への委任が可能 
→委任先： 
財団法人自治体衛星通信機構 
（LASCOM） 

電子証明書発行申請 
（基本4情報＋公開鍵） 

電子証明書交付 

住民 

市町村窓口 

住民基本台帳 
カード等への秘密鍵・ 
電子証明書の記録 

図表①　公的個人認証サービス

　今後、国の機関の手続・各地方公共団体の手続が順次追加される見込み 

〔平成16年〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（件数は紙も含めた過去の全国における年間実績）  
・2月2日～ 電子申告・納税（国税庁）【東海4県先行、6／1～全国展開】 ：約 2,000万件／年 
・2月16日～ 恩給関連申請の一部手続等（総務省） ：約 19万件／年（恩給関連申請の一部手続） 
・3月29日～ 社会保険関係手続等（厚生労働省） ：約 4,900万件／年 
　　〃 無線従事者免許関係手続、無線局免許関係手続等（総務省） ：約 6万件／年（無線従事者免許関係手続） 
  ：約 40万件／年（無線局免許関係手続） 
　　〃 旅券申請（外務省）【岡山県ほか順次】 ：約 270万件／年 
・7月1日～ 年金関係手続（国家公務員共済組合連合会） ：約 23万件／年 
・9月2日～ 航空従事者技能証明の申請等（国土交通省） ：約 1.5万件／年 （航空従事者技能証明の申請） 
・11月22日～ 商業・法人登記申請（法務省）※登記事項証明書等の交付請求を除く　：約 210万件／年 
〔平成17年〕 
・1月31日～ 国民年金及び厚生年金の年金加入状況・年金見込額の提供（社会保険庁）　 
・3月22日～ 不動産登記申請（法務省）※登記事項証明書等の交付請求を除く　：約1,800万件／年 
・3月28日～ 財務省関係手続（財務省） 

・3月29日～ 岡山県 
・4月1日～ 岐阜県 
・4月19日～ 岐阜県内の一部市町 
・4月21日～ 山梨県・山梨県全市町村 
・5月25日～ 茨城県 
・7月1日～ 石川県 
・7月9日～ 富山県 
・7月12日～ 茨城県内の一部市町村 
・7月20日～ 愛知県 
・　〃 兵庫県 
・7月28日～ 香川県・香川県高松市 
・8月2日～ 埼玉県 
・9月13日～ 福岡県 
・10月1日～ 島根県内の一部市町　　 
・　〃 滋賀県　　　　　　　　 

・10月1日～ 大分県・大分県内の一部   
 市町村　　　　　　　　 
・　  〃 鹿児島県 
・11月1日～ 山口県 
・11月11日～ 栃木県 
・11月20日～ 広島県・広島県福山市 
・11月22日～ 地域通貨システム（※1） 
・12月1日～ 茨城県つくば市 
・12月20日～ 佐賀県 
・12月下旬～ 地域安心安全情報共有 
 システム（※2） 
〔平成17年〕 
・1月4日～ 奈良県　 
・1月11日～ 福島県・福島県内の 
 一部市町村 

・1月11日～ 大阪府　　 
・1月21日～ 三重県 
・1月24日～ 愛知県内の一部市町村 
・1月25日～ 東京都・東京都内の 
 一部区市町村 
・1月31日～ 徳島県内の一部市町村　　 
・2月21日～ 沖縄県那覇市 
・3月1日～ 新潟県　 
・　〃 熊本県・熊本県内の 
 全市町村 
・4月1日～ 京都府 
・　〃 和歌山県 
・　〃 長崎県 
・4月13日～ 静岡県 

〔平成16年〕　　　　　　　　　　　　　　　　　（手続の例：住民票の写しの交付請求、納税証明書の交付申請など） 
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（※1）千葉県市川市・福岡県北九州市・熊本県小国町で実施 
（※2）北海道長沼町・青森県六戸町・栃木県岩舟町・群馬県富岡市・埼玉県草加市・埼玉県戸田市・千葉県市川市・神奈川県小田原市・  
　　　  神奈川県逗子市・新潟県上越市・石川県金沢市・福井県丸岡町・長野県伊那市・静岡県島田市・愛知県春日井市・大阪府豊中市・　
　　     兵庫県小野市・岡山県岡山市・福岡県大牟田市・福岡県春日市で実施 

図表②　公的個人認証サービスの対象手続


